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 横 浜 市 建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ２ 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

横 浜 市 条 例 第 39 号  

   横 浜 市 建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 建 築 基 準 条 例 （ 昭 和 35 年 10 月 横 浜 市 条 例 第 20 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ６ 条 第 ２ 項 中 「 ２ メ ー ト ル 」 の 次 に 「 （ 階 数 が ３ 以 下 で 延 べ 面

積 が  200 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 建 築 物 の 敷 地 内 に あ っ て は 、 90 セ ン チ

メ ー ト ル ） 」 を 加 え る 。  

 第 16 条 第 ２ 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。  

  た だ し 、 規 則 で 定 め る 基 準 に 従 い 、 警 報 設 備 を 設 け る こ と そ の

他 こ れ に 準 ず る 措 置 が 講 じ ら れ て い る 場 合 に お い て は 、 こ の 限 り

で な い 。  

 第 28 条 第 ２ 項 中 「 1.5 メ ー ト ル 」 の 次 に 「 （ 階 数 が ３ 以 下 で 延 べ 面

積 が  200 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 建 築 物 の 敷 地 内 に あ っ て は 、 90 セ ン チ

メ ー ト ル ） 」 を 加 え る 。  

 第 56 条 第 ３ 項 中 「 第 53 条 の ２ 」 を 「 第 53 条 の ３ 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 前 に し た こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 建 築 基

準 条 例 に 違 反 す る 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前

の 例 に よ る 。  
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